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イギリス倒産法におけるプレパッケージ型会社管理（一）

イ
ギ
リ
ス
倒
産
法
に
お
け
る

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
（
一
）

工　
　

藤　
　

敏　
　

隆

一　

は
じ
め
に

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
事
業
再
生
は
、
わ
が
国
で
は
一
般
に
、
倒
産
手
続
申
立
前
に
ス
ポ
ン
サ
ー
候
補
者
や
事
業
譲
渡
先
に
つ
い
て

予
め
決
定
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
内
定
）
し
た
上
で
、
民
事
再
生
手
続
な
ど
の
法
的
手
続
の
申
立
て
を
す
る
事
業
再
生
の
手
法
を
指

す
。
法
的
倒
産
処
理
手
続
の
申
立
て
に
よ
り
、
通
常
、
債
務
者
の
事
業
価
値
は
急
速
に
低
下
す
る
が
、
債
務
者
に
資
金
を
拠
出
し
信

用
力
を
補
完
す
る
ス
ポ
ン
サ
ー
を
予
め
確
保
し
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
価
値
の
低
下
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
事
業
の
収
益

一　

は
じ
め
に

二　

浮
動
担
保
と
一
九
八
六
年
倒
産
法

三　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
発
展
…
…
…
…
…
…
（
以
上
、
本
号
）

四　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
適
正
化
へ
の
取
組
み

五　

グ
ラ
ハ
ム
・
レ
ビ
ュ
ー
後
の
動
向

六　

お
わ
り
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
以
上
、
九
十
三
巻
九
号
）
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力
回
復
の
可
能
性
を
よ
り
高
め
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　

わ
が
国
で
は
、
民
事
再
生
法
施
行
か
ら
数
年
が
経
過
し
た
二
〇
〇
〇
年
代
中
頃
か
ら
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
事
業
再
生
が
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
」
の
語
源
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
第
一
一
章
手
続
（pre-

packaged Chapter 1 1

）
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
再
建
型
手
続
で
あ
る
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
の
申
立
前

に
、
債
務
者
は
債
権
者
に
対
し
、
財
務
状
況
等
の
情
報
を
含
ん
だ
開
示
説
明
書
を
送
付
し
た
上
で
、
再
建
計
画
案
に
対
す
る
投
票
を

勧
誘
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
投
票
を
、
後
に
開
始
さ
れ
た
第
一
一
章
手
続
に
お
い
て
有
効
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き

る
旨
の
倒
産
法
の
規
定
（
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
一
一
二
六
条
⒝
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
申
立
前
に
計
画
案
に
つ
い
て
予

め
法
定
多
数
の
賛
成
票
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
開
始
後
の
計
画
案
の
付
議
お
よ
び
投
票
を
省
略
で
き
る
た
め
、
計
画
認
可
ま

で
の
手
続
の
大
幅
な
短
縮
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
持
た
な
い
わ
が
国
の
「
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
」
と
の

違
い
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（
（

。

　

一
方
、
イ
ギ
リ
ス（

（
（

に
も
、
再
建
型
手
続
で
あ
る
会
社
管
理
（adm

inistration

）
に
お
い
て
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
（pre-

packaged adm
inistration

）
と
呼
ば
れ
る
手
法
が
存
在
す
る
。
こ
の
手
法
は
、
会
社
管
理
手
続
が
開
始
さ
れ
、
債
務
者
で
あ
る
会

社
の
事
業
運
営
や
財
産
管
理
処
分
を
行
う
機
関
で
あ
る
管
理
人
（adm

inistrator

）
が
選
任
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
と
譲
受
人
と
の

間
で
事
業
ま
た
は
財
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
譲
渡
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
管
理
人
選
任
と
同
時
ま
た
は
直
後
に
、
当
該
譲
渡
を
実

行
す
る
手
法
を
い
う（

（
（

。

　

こ
れ
ら
の
「
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
」
に
お
い
て
、
法
的
手
続
申
立
前
に
何
が
行
わ
れ
る
か
に
着
目
す
る
と
、
わ
が
国
で
は
債
務
者

に
資
金
を
援
助
す
る
ス
ポ
ン
サ
ー
の
決
定
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
計
画
案
に
対
す
る
投
票
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
事
業
譲

渡
（
ま
た
は
財
産
譲
渡
）
の
合
意
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
倒
産
法

（Insolvency A
ct 1986, 1986 c. 45‌

）
に
明
文
規
定
は
な
く
、
わ
が
国
の
よ
う
に
実
務
上
の
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
手
法
で
あ
る
が
、
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ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
第
一
一
章
手
続
に
比
べ
る
と
わ
が
国
で
の
紹
介
は
少
な
く（

（
（

、
実
情
は
必
ず
し
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
倒
産
法
に
お
け
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
生
成
お
よ
び
発
展
の
経
過
と
、
そ
の
適
正
化
に

向
け
た
最
近
の
動
向
を
詳
し
く
紹
介
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
早
期
事
業
再
生
手
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
内
容
を
一
部
先
取
り
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
時
間
の
経
過
と
共
に
変
動
す
る
債
務
者
の
総
財
産
を
目

的
と
し
て
設
定
す
る
担
保
権
で
あ
るfloating charge

（
以
下
「
浮
動
担
保
」
と
い
う（

（
（

）
が
存
在
し
、
そ
の
実
行
手
続
と
し
て
倒
産
法

で
は
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
（adm

inistrative receivership

）
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ

イ
ズ
法
（Enterprise A

ct 2002, 2002 c. 40‌

）
に
よ
る
倒
産
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
申
立
て
が
大
幅

に
制
限
さ
れ
る
一
方
で
、
裁
判
所
へ
の
申
立
て
を
経
な
い
会
社
管
理
手
続
開
始
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
改
正
以
前
は
主

に
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
が
、
会
社
管
理
に
舞
台
を
移
し
広
く
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る（

（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
は
、
浮
動
担
保
や
、
そ
の
実
行
手
続
で
あ
る
レ
シ
ー

バ
ー
シ
ッ
プ
（
倒
産
法
上
は
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
）
と
密
接
に
関
係
す
る
。
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
功
罪
を
め
ぐ
っ
て

今
日
ま
で
続
く
議
論
も
、
浮
動
担
保
権
者
（
お
よ
び
、
浮
動
担
保
権
者
と
手
続
開
始
前
に
協
議
を
行
う
債
務
者
の
経
営
陣
や
主
要
株
主
）

と
、
一
般
債
権
者
の
利
害
の
相
克
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。

　

以
下
本
稿
で
は
、
最
初
に
浮
動
担
保
の
出
現
と
、
現
行
倒
産
法
典
で
あ
る
一
九
八
六
年
倒
産
法
の
制
定
、
お
よ
び
同
法
の
二
〇
〇

二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
一
部
改
正
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
（
後
記
二
）、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
発
展
経

過
を
詳
し
く
見
る
（
後
記
三
）。
さ
ら
に
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
適
正
化
に
向
け
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
る
調
査
（
グ
ラ

ハ
ム
・
レ
ビ
ュ
ー
）
や
、
専
門
職
団
体
に
よ
る
自
主
規
制
の
動
向
（
後
記
四
）、
お
よ
び
グ
ラ
ハ
ム
・
レ
ビ
ュ
ー
後
の
最
近
数
年
の
諸

改
革
に
つ
い
て
詳
論
し
（
後
記
五
）、
最
後
に
若
干
の
比
較
法
的
考
察
を
行
う
（
後
記
六
）
こ
と
と
す
る
。
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二　

浮
動
担
保
と
一
九
八
六
年
倒
産
法

1
　
浮
動
担
保
の
出
現

　

チ
ャ
ー
ジ
（charge

）
は
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
担
保
権
で
あ
り
、
不
動
産
や
固
定
設
備
な
ど
、
担
保
権
設
定
者
が
有
す
る
特
定
か
つ

限
定
さ
れ
た
（
ま
た
は
限
定
可
能
な
）
財
産
を
目
的
と
す
るfixed charge

（
以
下
「
固
定
担
保
」
と
い
う（

（
（

）
と
、
会
社
の
現
在
お
よ

び
将
来
の
一
定
範
囲
の
財
産
で
あ
り
、
設
定
者
が
通
常
の
営
業
の
範
囲
内
に
お
い
て
処
分
す
る
自
由
を
有
す
る
も
の
を
目
的
と
す
る

floating charge

（
浮
動
担
保（

（
（

）
に
大
別
さ
れ
る
。

　

浮
動
担
保
の
起
源（

（
（

は
、
社
債
発
行
条
件
に
お
い
て
、
担
保
目
的
物
を
債
務
者
会
社
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
総
財
産
と
し
つ
つ
、
会

社
は
債
務
不
履
行
や
清
算
開
始
が
あ
る
ま
で
の
間
、
担
保
権
者
の
同
意
が
な
く
と
も
目
的
物
を
処
分
可
能
と
す
る
旨
の
合
意
で
あ
っ

た
（
（1
（

。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
判
例
理
論
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
固
定
担
保
と
は
異
な
り
、
債
務
者

の
事
業
の
継
続
企
業
と
し
て
の
総
体
的
価
値
に
着
目
す
る
担
保
と
し
て
の
性
質
が
明
確
に
な
り
、
“floating charge

”の
呼
称
が
定

着
し
た（

（1
（

。

　

浮
動
担
保
は
、
初
期
の
判
例
で
は
、
債
務
者
が
清
算
に
至
っ
た
場
合
に
、
裁
判
所
が
選
任
し
た
レ
シ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
実
行
可
能

と
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
し
か
し
、
後
の
判
例
に
よ
り
、
浮
動
担
保
権
者
（floating charge holder

）
は
清
算
手
続
開
始
の
有
無
を
問
わ

ず
、
担
保
権
設
定
契
約
に
基
づ
き
レ
シ
ー
バ
ー
選
任
権
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ（

（1
（

、
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
が
一
般
的
な
実
行
方
法
に

な
っ
た
。
レ
シ
ー
バ
ー
は
、
大
法
官
裁
判
所
（Court of Chancery
）
が
、
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
救
済
と
し
て
、
係
争
中
の
土
地
か
ら

生
じ
る
収
益
の
回
収
を
行
う
た
め
に
選
任
し
た
者
を
起
源
と
し
て
お
り（

（1
（

、
か
つ
て
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（m

anager

）
と
は
異
な
り
目

的
物
の
売
却
や
事
業
経
営
（m

anagem
ent

）
を
行
う
権
限
は
有
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が（

（1
（

、
後
に
債
務
者
の
事
業
を
継
続
す
る
こ

と
に
よ
る
収
益
や
、
債
務
者
の
事
業
を
継
続
企
業
と
し
て
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
益
の
回
収
を
可
能
に
す
る
た
め
、
レ
シ
ー
バ
ー
に
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マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
権
限
を
付
与
し
た
レ
シ
ー
バ
ー
兼
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（receiver and m

anager

）
の
選
任
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
（
（1
（

、
浮
動
担
保
の
実
行
も
こ
の
方
法
が
主
流
に
な
っ
た（

（1
（

。
会
社
が
長
期
の
融
資
を
得
る
手
段
と
し
て
は
、
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
は
社

債
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
は
商
業
銀
行
に
よ
る
融
資
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
に
も
浮
動
担
保

の
設
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（1
（

。

2
　
コ
ー
ク
委
員
会
報
告
書

⑴
　
コ
ー
ク
委
員
会
報
告
書
の
作
成
経
緯

　

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
一
九
七
三
年
の
欧
州
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
へ
の
加
盟
に
伴
い
、
加
盟
国
倒
産
法
の
調
和
に
関
す
る
Ｅ
Ｅ

Ｃ
条
約
の
草
案（

（1
（

に
つ
い
て
、
会
計
士
で
倒
産
実
務
の
専
門
家
で
あ
るK

enneth Cork

を
委
員
長
と
す
る
検
討
委
員
会
を
組
織
し
た（

（2
（

。

同
委
員
会
は
一
九
七
六
年
に
発
表
し
た
報
告
書（

（2
（

で
、
前
記
条
約
の
交
渉
を
進
め
る
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
内
倒
産
法（

（2
（

の
改
正

や
近
代
化
の
必
要
性
を
提
言
し
た
。
一
九
七
七
年
に
は
、
同
じK

enneth Cork

を
委
員
長
と
す
る
倒
産
法
改
正
検
討
委
員
会

（T
he Review

 Com
m

ittee on Insolvency Law
 and Practice

）（
以
下
「
コ
ー
ク
委
員
会
」
と
い
う
）
が
組
織
さ
れ
、
倒
産
法
に
関

す
る
網
羅
的
検
証
と
改
正
点
の
勧
告
等
を
付
託
さ
れ
た
。
コ
ー
ク
委
員
会
は
、
一
九
八
〇
年
の
中
間
報
告
を
経
て（

（2
（

、
一
九
八
二
年
に

最
終
報
告
書
（
以
下
「
コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
」
と
い
う
）
を
提
出
し
た（

（2
（

。
コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
の
う
ち
、
プ
レ
パ
ッ

ケ
ー
ジ
型
管
理
と
関
係
が
深
い
部
分
と
し
て
、
浮
動
担
保
に
関
す
る
記
述
や
、
債
務
者
会
社
の
内
部
関
係
者
へ
の
事
業
譲
渡
に
関
す

る
記
述
を
以
下
に
採
り
上
げ
る
。

⑵
　
浮
動
担
保
に
つ
い
て
の
評
価
お
よ
び
勧
告

　

浮
動
担
保
に
関
す
る
意
見
聴
取
に
対
し
、
否
定
と
肯
定
双
方
の
立
場
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た（

（2
（

。
無
担
保
債
権
者
と
な
る
こ
と
が

多
い
取
引
債
権
者
の
団
体
は
否
定
的
な
立
場
を
採
り
、
一
般
債
権
者
へ
の
配
当
が
低
水
準
と
な
る
こ
と
や
、
一
般
債
権
者
へ
の
情
報
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提
供
の
不
足
に
加
え
、
債
務
者
会
社
の
取
締
役
、
株
主
や
そ
の
親
族
な
ど
内
部
関
係
者
が
レ
シ
ー
バ
ー
に
選
任
さ
れ
る
事
案
が
多
い

こ
と
な
ど
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た（

（2
（

。
こ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
銀
行
協
会
（British Bankers A

ssociation

）
や
イ
ギ
リ
ス
商
業

会
議
所
（British Cham

ber of Com
m

erce

）
は
、
浮
動
担
保
は
融
資
の
担
保
と
し
て
不
可
欠
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
を
廃
止
し
た
場

合
、
銀
行
は
与
信
管
理
に
よ
り
多
く
の
時
間
と
費
用
を
か
け
て
顧
客
の
事
業
経
営
へ
の
干
渉
を
強
め
る
こ
と
に
な
り
、
顧
客
で
あ
る

債
務
者
に
と
っ
て
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
上
昇
と
事
業
経
営
の
不
自
由
と
い
う
望
ま
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た（

（2
（

。

　

コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
は
、
銀
行
に
よ
る
企
業
金
融
の
基
本
的
構
成
要
素
で
あ
る
浮
動
担
保
の
重
要
性
に
理
解
を
示
し（

（2
（

、
そ

の
実
行
方
法
で
あ
る
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
が
、
収
益
性
を
回
復
す
る
見
込
み
が
直
ち
に
は
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
債
務
者
の
収
益

性
を
回
復
さ
せ
、
あ
る
い
は
継
続
企
業
価
値
を
維
持
し
つ
つ
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
界
、
雇
用
ひ
い
て
は
社
会
一

般
に
も
利
益
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
を
評
価
し
、
浮
動
担
保
権
者
が
選
任
す
る
レ
シ
ー
バ
兼
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
、
倒
産
法
上
の
明

文
の
手
続
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た（

（2
（

。

　

他
方
で
、
一
般
債
権
者
か
ら
の
批
判
が
根
強
い
こ
と
も
認
識
し
、
浮
動
担
保
権
者
に
よ
り
レ
シ
ー
バ
ー
兼
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
選
任

さ
れ
て
い
な
い
債
務
者
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
同
様
の
権
限
を
有
す
る
管
理
人
（adm

inistrator

）
を
選
任
し
、
そ
の
下
で
債
務
者

会
社
の
再
建
や
事
業
の
維
持
を
図
る
管
理
手
続
（adm

inistration

）
の
創
設
を
勧
告
し
た（

（3
（

。
た
だ
し
、
管
理
人
選
任
の
申
立
て
が

あ
っ
た
場
合
、
浮
動
担
保
権
者
に
よ
る
レ
シ
ー
バ
ー
の
選
任
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
と
し
て（

（3
（

、
浮
動
担
保
権
者
に
よ
る
レ
シ
ー

バ
ー
シ
ッ
プ
が
優
先
さ
れ
、
会
社
管
理
手
続
は
補
充
的
な
位
置
付
け
で
あ
っ
た（

（3
（

。
ま
た
、
浮
動
担
保
が
把
握
す
る
担
保
価
値
の
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
無
担
保
一
般
債
権
者
へ
の
配
当
の
た
め
に
除
外
す
る
制
度
（
い
わ
ゆ
る
「
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
」）
の
創
設
も

勧
告
し
た（

（3
（

。
た
だ
し
、
こ
の
勧
告
は
一
九
八
六
年
倒
産
法
制
定
時
に
は
実
現
し
な
か
っ
た（

（3
（

。
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⑶
　
債
務
者
の
内
部
関
係
者
に
対
す
る
事
業
譲
渡

　

倒
産
し
た
旧
会
社
の
資
産
や
事
業
を
、
旧
会
社
の
取
締
役
や
主
要
株
主
な
ど
の
内
部
関
係
者
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
名
称
も
旧
会

社
と
同
一
ま
た
は
類
似
の
新
会
社
に
譲
渡
し
、
新
会
社
が
旧
会
社
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
象
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

“phoenix com
pany

”（
ま
た
は
“phoenix trading

”, 

“phoenix syndrom
e

”, 

“phoenixing

”）
と
の
呼
称
が
あ
り（

（3
（

、
法
主
体
性
や
有

限
責
任
制
度
の
濫
用
と
し
て
批
判
的
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
き
た（

（3
（

。

　

コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
は
、
倒
産
し
た
会
社
の
内
部
関
係
者
へ
の
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
、
債
務
は
旧
会
社
に
負
わ
せ
未
払
い

の
ま
ま
で
、
新
会
社
が
も
と
の
会
社
と
類
似
し
た
名
称
を
名
乗
り
、
旧
会
社
の
清
算
人
か
ら
廉
価
で
事
業
譲
渡
を
受
け
る
よ
う
な
濫

用
的
事
案
に
対
す
る
一
般
債
権
者
の
不
満
が
強
く（

（3
（

、
一
般
市
民
か
ら
も
、
倒
産
し
た
会
社
や
そ
の
役
員
の
不
誠
実
あ
る
い
は
不
当
な

職
務
遂
行
へ
の
対
処
が
十
分
で
は
な
い
と
す
る
意
見
が
多
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
た（

（3
（

。

3
　
一
九
八
六
年
倒
産
法
の
制
定

⑴
　
再
建
型
手
続
の
創
設

　

コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
を
受
け
て
、
政
府
は
一
九
八
四
年
に
、
倒
産
法
改
正
の
基
本
方
針
に
関
す
る
公
式
報
告
書
（
“White 

Paper

（
（3
（

”）
を
公
表
後
、
倒
産
法
案
を
議
会
に
提
出
し
、
一
九
八
五
年
倒
産
法
（Insolvency A

ct 1985, c. 6 5

）
と
し
て
成
立
し
た
。

同
法
は
施
行
に
至
る
前
に
、
同
法
に
よ
っ
て
修
正
を
受
け
た
会
社
法
（Com

panies A
ct

）
の
倒
産
に
関
す
る
規
定（

（4
（

を
統
合
し
、
一

九
八
六
年
倒
産
法
（Insolvency A

ct 1986, c. 4 5

）
と
し
て
成
立
・
施
行
さ
れ
た（

（4
（

。

　

一
九
八
六
年
倒
産
法
は
、
コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
の
勧
告
に
基
づ
き
、
再
建
型
手
続
と
し
て
会
社
管
理
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー

シ
ッ
プ
、
お
よ
び
会
社
任
意
整
理
（CV

A
: Com

pany V
oluntary A

rrangem
ent

）
を
新
設
し
た
。
本
稿
で
は
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型

と
関
係
す
る
前
二
者
に
つ
い
て
概
観
す
る（

（4
（

。
な
お
、
会
社
任
意
整
理
は
、
支
払
不
能
を
要
件
と
せ
ず
、
会
社
と
債
権
者
（
お
よ
び
株
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主
）
と
の
交
渉
に
よ
る
合
意
を
ベ
ー
ス
と
し
た
手
続
で
あ
り
、
裁
判
所
の
関
与
は
前
二
者
よ
り
限
定
的
で
あ
る
。

⑵
　
会
社
管
理

　

会
社
管
理
は
、
支
払
不
能
状
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
会
社
に
つ
い
て
、
会
社
の
事
業
の
継
続
企
業
と
し
て
の

存
続
や
、
会
社
の
資
産
に
つ
き
清
算
よ
り
も
有
利
な
換
価
を
達
成
す
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
、
会
社
、
会
社
の
取
締
役
ま
た
は
債

権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
裁
判
所
が
管
理
命
令
を
発
す
る
こ
と
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
（
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改

正
前
の
一
九
八
六
年
倒
産
法
八
条
⑴
、
九
条
⑴
）。
管
理
命
令
に
は
、
清
算
手
続
や
担
保
権
実
行
な
ど
の
債
権
者
に
よ
る
強
制
的
な
取

立
を
一
時
的
に
禁
止
す
る
効
力
が
あ
る
（
支
払
猶
予
効
、
ま
た
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）（
同
法
一
一
条
）。
管
理
人
は
、
管
理
命
令
に
よ
り

選
任
さ
れ
、
会
社
の
経
営
権
限
を
有
す
る
（
同
法
一
三
条
⑴
、
一
四
条
⑴
）。
管
理
人
と
な
る
に
は
、
倒
産
処
理
実
務
家
（insolvency 

practitioner

）
の
資
格
を
要
す
る
（
同
法
一
九
条
⑵
、
三
八
八
条
）。
倒
産
処
理
実
務
家
の
資
格
は
、
所
管
大
臣
ま
た
は
そ
の
認
定
を

受
け
た
専
門
職
団
体
（recognised profesional body

）
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
（
同
法
三
九
〇
条
⑵
、
三
九
一
条
）。

　

管
理
人
は
再
建
計
画
を
提
出
し
、
債
権
者
集
会
の
決
議
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
同
法
二
三
条
、
二
四
条
）、
仮
に
賛
成
多
数

を
得
て
も
、
再
建
計
画
案
に
反
対
し
た
債
権
者
や
手
続
に
参
加
し
な
か
っ
た
債
権
者
を
直
ち
に
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

事
業
の
再
建
を
完
結
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
会
社
任
意
整
理
や
、
一
九
八
五
年
会
社
法
（Com

panies A
ct 1985, c.  6

）
四
二
五
条

が
規
定
す
る
債
務
整
理
計
画
（S/A

: Schem
e of A

rrangem
ent

）
を
併
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
同
法
八
条
⑶
⒝
⒞
参
照
）。
ま
た
、

管
理
人
は
債
権
者
へ
の
配
当
を
行
う
権
限
も
有
し
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り（

（4
（

、
清
算
を
す
る
に
は
別
途
清
算
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
っ

た
。

⑶
　
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ

　

管
理
レ
シ
ー
バ
ー
は
、「
浮
動
担
保
を
有
す
る
社
債
権
者
、
ま
た
は
浮
動
担
保
お
よ
び
他
の
担
保
の
一
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
を
有

す
る
社
債
権
者
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
会
社
財
産
全
体
の
レ
シ
ー
バ
ー
ま
た
は
マ
ネ
ー
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ジ
ャ
ー
」
と
定
義
さ
れ
る
（
同
法
二
九
条
⑵
⒜
）。
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
の
権
限
は
、
管
理
人
と
同
様
（
同
法
四
二
条
⑴
）
で
あ
り
、
倒

産
処
理
実
務
家
の
資
格
を
要
す
る
（
同
法
四
五
条
⑵
、
三
八
八
条
、
二
九
〇
条
）。

　

管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
は
会
社
管
理
に
対
す
る
優
先
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
管
理
を
申
し
立
て

よ
う
と
す
る
者
は
、
申
立
て
の
五
日
前
ま
で
に
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
申
立
権
者
へ
の
通
知
を
要
す
る
こ
と
（
同
法
九
条
⑵
⒜
）、

お
よ
び
、
会
社
管
理
申
立
前
に
既
に
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
が
選
任
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
を
選

任
し
た
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
会
社
管
理
の
申
立
て
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
同
法
九
条
⑶
）
と
さ
れ

て
い
た
た
め
、
浮
動
担
保
権
者
に
と
っ
て
は
、
会
社
管
理
に
先
立
ち
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
を
選
任
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
も

う
一
つ
に
は
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
を
選
任
し
た
者
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
職
務
遂
行
す
る
義
務
を
負
う
が
、
一
般
債
権

者
の
利
益
を
図
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と（

（4
（

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
レ
シ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
一
九
八
六
年
倒
産
法
制
定

前
か
ら
存
在
し
て
い
た
判
例
理
論（

（4
（

を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
帰
結
と
し
て
、
例
え
ば
、
事
業
継
続
を
選
択
し
た
方
が

一
般
債
権
者
に
多
額
の
回
収
が
見
込
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
浮
動
担
保
権
者
の
満
足
の
た
め
直
ち
に
事
業
を
終
了
し
資
産
の
換

価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
た（

（4
（

。

⑷
　
会
社
管
理
お
よ
び
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
利
用
状
況

　

一
九
九
九
年
に
、
通
商
産
業
省
と
大
蔵
省
の
共
同
で
、
企
業
倒
産
法
お
よ
び
こ
れ
に
関
係
す
る
担
保
法
等
に
関
す
る
調
査
委
員
会

が
組
織
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
に
報
告
書
を
公
表
し
た
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
、
管
理
レ

シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
申
立
件
数
は
五
千
件
か
ら
八
千
件
台
で
あ
る
の
に
対
し
、
会
社
管
理
の
申
立
件
数
が
年
間
一
〇
〇
件
か
ら
二
〇

〇
件
台
、
会
社
任
意
整
理
の
件
数
は
百
数
十
件
以
下
に
と
ど
ま
り
、
大
幅
な
開
き
が
あ
っ
た（

（4
（

。
そ
の
後
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ

の
件
数
は
減
少
し
、
会
社
管
理
の
件
数
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
三
倍
以
上
の
開
き
が

あ
っ
た
（
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
一
六
一
八
件
、
会
社
管
理
四
四
〇
件（

（4
（

）。
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ま
た
、
法
的
倒
産
処
理
手
続
に
お
い
て
、
担
保
権
者
で
あ
る
銀
行
の
平
均
回
収
率
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
優
先
債
権
者
は
二
七

パ
ー
セ
ン
ト
、
無
担
保
債
権
者
は
ゼ
ロ
と
の
調
査
結
果
と
な
っ
て
い
た（

（4
（

。
銀
行
や
取
引
債
権
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
結

果
も
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
は
債
務
者
の
事
業
の
再
生
に
寄
与
し
て
い
る
と
す
る
浮
動
担
保
権
者
の
評
価
と
、
レ
シ
ー
バ
ー
は

担
保
権
者
の
利
益
確
保
を
一
次
的
義
務
と
し
て
お
り
、
担
保
権
者
た
め
の
担
保
権
実
行
方
法
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
無
担
保
債
権
者
の

評
価
と
の
間
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
示
す
内
容
で
あ
っ
た（

（5
（

。

4
　
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
倒
産
法
一
部
改
正

⑴
　
改
正
に
至
る
経
緯

　

二
〇
〇
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
前
記
報
告
書
に
お
け
る
様
々
な
立
法
提
案
の
う
ち
、
小
規
模
な
会
社
の
会
社
任
意
整
理
手
続
開
始
に

支
払
猶
予
効
を
付
与
す
る
な
ど
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
倒
産
法
の
二
〇
〇
〇
年
改
正
（Insolvency A

ct 2000, 2000 c. 39‌

）
と
し
て

実
現
し
た
。
政
府
は
更
な
る
抜
本
的
改
正
に
向
け
、
”Insolvency – A

 Second Chance

”と
題
す
る
報
告
書（

（5
（

を
発
表
し
、
二
〇
〇

一
年
七
月
に
議
会
に
提
出
し
た
。
同
報
告
書
中
、
企
業
倒
産
に
関
し
て
は
、
浮
動
担
保
権
者
に
よ
る
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
の
選
任
権
に

対
す
る
制
限（

（5
（

と
、
浮
動
担
保
権
者
が
簡
便
な
手
続
に
よ
り
会
社
管
理
手
続
を
開
始
可
能
と
す
る
こ
と（

（5
（

、
お
よ
び
公
債
権
の
優
先
権

（Crow
n preference

）
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
該
当
す
る
部
分
の
価
値
を
浮
動
担
保
権
者
で
は
な
く
無
担
保
債
権
者
へ
の
配
当
原
資
と

し
て
確
保
す
べ
き
こ
と（

（5
（

が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
盛
り
込
ん
だ
、
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
（Enterprise A

ct 2002, 

2002 c. 4 0

）
に
よ
る
倒
産
法
の
一
部
改
正
は
、
二
〇
〇
三
年
九
月
一
五
日
に
施
行
さ
れ
た
。

⑵
　
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
原
則
禁
止

　

改
正
法
の
施
行
日
以
降
に
設
定
さ
れ
た
浮
動
担
保
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
を
選
任
す
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
た
（
倒
産
法
七
二
Ａ
条
）。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
設
定
さ
れ
て
い
た
浮
動
担
保
や
、
同
日
以
降
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、



41

イギリス倒産法におけるプレパッケージ型会社管理（一）

与
信
額
の
大
き
さ
や
取
引
の
複
雑
性
な
ど
の
点
で
、
古
典
的
融
資
取
引
の
範
疇
に
属
し
な
い
一
定
の
取
引
類
型
に
つ
い
て
は
例
外
的

に
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
の
選
任
を
許
容
さ
れ
た
（
同
法
七
二
Ｂ
条
か
ら
七
二
Ｇ
Ａ
条
）。

⑶
　
会
社
管
理
に
つ
い
て
の
改
正

　

⒜　

裁
判
外
の
会
社
管
理

　

会
社
管
理
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
方
式
で
あ
る
裁
判
所
に
よ
る
開
始
命
令
に
加
え
て
、
裁
判
所
へ
の
管
理
人
選
任
申
立
て
を
必
要

と
し
な
い
開
始
手
続
が
設
け
ら
れ
た
（
裁
判
外
の
会
社
管
理
（out-of-court adm

inistration

））。
こ
の
方
式
に
よ
り
裁
判
外
で
管
理

人
選
任
を
行
う
権
限
は
、
債
務
者
で
あ
る
会
社
や
そ
の
取
締
役
に
加
え
て
（
倒
産
法
別
表
Ｂ
1
第
二
二
条
）、
設
定
時
の
条
件
で
管
理

人
選
任
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
浮
動
担
保
権
者
に
も
付
与
さ
れ
た
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
一
四
条
）。
他
方
、
一
般
債
権
者
は
、
従
前
と

同
様
に
、
裁
判
所
へ
の
管
理
人
選
任
申
立
て
を
必
要
と
す
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
一
二
条
）。

　

⒝　

配　

当

　

管
理
人
が
配
当
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
六
五
条
）。
配
当
は
債
権
の
優
先
順
位
（
同
法
一
七
五

条
）
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
一
般
債
権
者
に
対
し
、
後
記
⑷
の
切
出
し
部
分
以
外
に
つ
き
配
当
を
行
う
に
は
、
裁
判

所
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
管
理
人
が
会
社
管
理
の
目
的
を
助
け
る
見
込
み
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
は
、
前
記
の
優
先
順
位
に
よ
ら
ず
、
債
権
者
へ

の
支
払
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
六
六
条
）。
こ
れ
は
裁
判
所
の
指
示
（
同
法
別
表
一
第
一
三
条
）
を
得
て
行
う
べ
き

も
の
と
解
さ
れ
て
い
る（

（5
（

。

　

⒞　

会
社
管
理
の
終
了

　

会
社
管
理
手
続
の
終
了
方
法
も
明
確
に
さ
れ
た（

（5
（

。
管
理
人
が
会
社
管
理
の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
と
考
え
る
場
合
、
会
社
管
理
が

開
始
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
場
合
、
ま
た
は
債
権
者
集
会
決
議
に
よ
る
求
め
が
あ
る
場
合
、
管
理
人
は
裁
判
所
に
手
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続
終
了
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
七
九
条
⑵
）。
申
立
て
に
理
由
が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
手
続
終
了
の
命

令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
⑴
）。

　

ま
た
、
管
理
人
が
会
社
管
理
の
目
的
が
十
分
に
達
成
さ
れ
た
と
考
え
る
場
合
、
裁
判
所
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
管
理
人
は
、
裁
判
所

に
手
続
終
了
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
⑶
）。
裁
判
所
外
の
会
社
管
理
で
あ
れ
ば
、
管
理
人
は
裁
判
所
お
よ
び
会
社

登
録
事
務
所
（Registrar of Com

panies

）
へ
通
知
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
の
終
了
決
定
を
経
る
こ
と
な
く
手
続
を
終
了
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
八
〇
条
）。

⑷
　
一
般
債
権
者
へ
の
価
値
分
配

　

租
税
等
の
公
債
権
の
優
先
権
（
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
前
の
一
九
八
六
年
倒
産
法
別
表
六
第
一
条
か
ら
第
七

条
）
は
廃
止
さ
れ
、
優
先
債
権
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
労
働
債
権
の
み
が
残
っ
た
。
こ
れ
と
併
せ
て
、
浮
動
担
保
の
目
的
財
産
の
一
部

の
一
般
債
権
者
へ
の
分
配
に
関
す
る
倒
産
法
一
七
六
Ａ
条
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
会
社
に
清
算
、
会
社
管
理
、
ま
た
は
レ

シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
が
行
わ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
仮
清
算
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
手
続
機
関
を
務
め
る
清
算
人
や
管
理
人
等
は
、

浮
動
担
保
の
効
力
が
及
ぶ
債
務
者
会
社
の
財
産
の
う
ち
一
定
部
分
（prescribed part

）（
以
下
「
切
出
し
部
分
」
と
い
う
）
を
無
担
保

債
権
者
の
弁
済
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
切
出
し
部
分
の
具
体
的
金
額
の
算
定
方
法
は
、
省
令
が
定
め
て
い
る（

（5
（

。

三　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
発
展

1
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
手
続
の
出
現

　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
前
の
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
に
お
い
て
、
ク
リ
ア
リ
ン
グ
・
バ
ン
ク

（clearing bank

：
大
手
商
業
銀
行
）
は
、
危
機
に
瀕
し
た
債
務
者
に
つ
い
て
は
銀
行
に
よ
る
事
実
上
の
監
督
下
で
財
務
改
善
を
試
み
、
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そ
れ
が
効
を
奏
し
な
い
場
合
も
直
ち
に
清
算
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
避
け
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
再
建
を
試
み
る
こ
と

が
多
か
っ
た（

（5
（

。
そ
れ
ら
の
事
案
の
中
に
は
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
選
任
権
を
有
す
る
銀
行
の
主
導
に
よ
っ
て
、
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
手

続
開
始
前
に
合
意
が
さ
れ
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
選
任
後
に
直
ち
に
事
業
譲
渡
を
実
行
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
は

主
に
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
で
行
わ
れ
て
い
た
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
手
続
は
、
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改

正
後
、
主
た
る
舞
台
を
会
社
管
理
に
移
し
た（

（5
（

。

　

改
正
前
後
の
時
期
の
統
計（

（6
（

に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
九
月
ま
で
の
間
に
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
、
お

よ
び
会
社
管
理
手
続
中
に
行
わ
れ
た
事
業
譲
渡
六
三
九
件
の
う
ち
、
約
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
二
七
件
が
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ

型
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
一
八
件
が
会
社
管
理
、
一
〇
九
件
が
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
調
査
対
象
期
間
中
の
推
移
を
み

る
と
、
特
に
二
〇
〇
三
年
六
月
以
降
の
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
増
加
が
顕
著
で
あ
り（

（6
（

、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
以
降
は
、
会

社
管
理
に
お
け
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
件
数
が
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
件
数
を
上
回
っ
て
い

る
（
（6
（

。
2
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
発
展

⑴
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
定
義

　

事
業
再
生
専
門
職
協
会
（T

he A
ssociation of Business Recovery Professionals: 

“R3

”）（
以
下
「R3

」
と
い
う
）
の
付
託
に
よ

り
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
大
学
のSandra Frisby

准
教
授
（
当
時
）
は
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、

二
〇
〇
七
年
に
報
告
書
を
発
表
し
た（

（6
（

（
以
下
「
フ
リ
ス
ビ
ー
報
告
書
」
と
い
う
）。
同
報
告
書
は
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
に

つ
い
て
、
会
社
管
理
手
続
が
開
始
さ
れ
、
管
理
人
が
選
任
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
と
譲
受
人
と
の
間
で
、
債
務
者
の
事
業
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
つ
き
、
対
象
財
産
や
価
格
な
ど
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
管
理
人
が
選
任
さ
れ
る
と
同
時
ま
た
は
直
後
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に
、
当
該
事
業
譲
渡
を
実
行
す
る
手
法
と
定
義
し
て
い
る
。

　

こ
の
定
義
の
鍵
は
、
不
可
撤
回
的
な
（irrevocable

）
事
前
合
意
（pre-determ
ination

）
の
有
無
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
理
人

選
任
前
に
事
業
譲
渡
の
交
渉
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
管
理
人
が
手
続
開
始
後
に
行
な
っ
た
販
促
活
動
や
検
討
の
結
果
、
事
業
譲
渡
を

決
定
し
た
場
合
は
、
前
記
の
定
義
に
該
当
し
な
い
。
ま
た
、
評
価
人
に
よ
る
事
業
価
値
の
評
価
な
ど
の
準
備
が
管
理
人
選
任
に
先
行

し
て
い
た
が
、
事
業
譲
渡
の
事
前
合
意
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
も
、
前
記
の
定
義
に
は
該
当
し
な
い（

（6
（

。

⑵
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
手
続
の
流
れ

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
は
、
制
定
法
上
の
規
定
は
特
に
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
管
理
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
や
会
社
管
理
の
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
手
法
で
あ
る
。
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
手
続
の
典
型
的
な
流
れ
と
し
て
は
、
管
理
手
続
開
始
す

な
わ
ち
管
理
人
選
任
に
先
立
ち
、
主
要
債
権
者
（
多
く
の
場
合
は
担
保
権
者
で
あ
る
銀
行
、
あ
る
い
は
大
口
の
取
引
債
権
者
や
社
債
権
者
）

の
主
導
に
よ
る
、
後
に
管
理
人
に
選
任
さ
れ
る
予
定
の
倒
産
処
理
実
務
家
も
交
え
た
、
債
務
者
と
譲
受
人
候
補
者
と
の
協
議
に
よ
り
、

譲
渡
対
象
と
な
る
事
業
に
つ
い
て
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
経
て
譲
渡
価
格
を
合
意
し
た
上
で
、
管
理
手
続
開
始
前
に
契
約
条

項
な
ど
す
べ
て
の
書
類
を
準
備
し
て
お
く
。
そ
の
後
、
事
前
調
整
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
時
期
に
管
理
人
が
選
任
さ
れ
、
直
ち
に
譲
受

人
へ
の
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
る
。
管
理
人
は
選
任
当
初
か
ら
再
建
計
画
の
作
成
や
提
出
を
予
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
行
わ
れ
な

い
。
ま
た
、
事
業
譲
渡
は
、
債
権
者
集
会
の
決
議
や
裁
判
所
の
許
可
を
経
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
管
理
人
の
実
際
の
業

務
は
、
事
業
譲
渡
代
金
の
受
領
や
、
そ
れ
を
原
資
と
し
た
債
権
者
（
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
担
保
権
者
や
優
先
債
権
者
の
み
）
へ
の
弁
済

に
と
ど
ま
る（

（6
（

。

⑶
　
隆
盛
に
至
っ
た
背
景

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
手
法
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
、
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
倒

産
法
改
正
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
が
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
寄
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第
一
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
一
九
八
六
年
倒
産
法
の
制
定
以
降
「
救
済
文
化
」（rescue culture

（
（6
（

）
が
浸
透
し
、
債
務

者
の
清
算
を
回
避
し
早
期
事
業
再
生
を
図
る
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
進
化
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
銀
行
な
ど
の

金
融
債
権
者
が
、
コ
ベ
ナ
ナ
ン
ツ
条
項
（
財
務
制
約
条
項
）
な
ど
に
よ
る
債
務
者
の
財
務
状
況
の
監
視
体
制
を
整
備
し
た
こ
と
に
よ

り
、
債
務
者
が
倒
産
す
る
に
至
る
よ
り
早
い
段
階
で
、
経
営
、
投
資
、
法
務
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
駆
使
し
た
幅
広
い
手
法
で
収
益
力
回
復

を
目
指
す
新
た
な
タ
イ
プ
の
専
門
家
（「
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」（turnaround professional

）
な
ど
の
呼
称
が

あ
る
）
の
活
動
が
活
発
に
な
る
一
方
で（

（6
（

、
一
九
九
〇
年
代
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
私
的
整
理
に
よ
る
債
務
再
編
―
―
い
わ
ゆ
る
ロ

ン
ド
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ（

（6
（

―
―
の
利
用
は
下
火
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
金
融
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
債
務
者
の
資
金
調
達
手

段
が
多
様
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
属
性
を
異
に
す
る
様
々
な
金
融
債
権
者
（
例
え
ば
米
国
系
投
資
フ
ァ
ン
ド
な
ど
）
が
関
与
す
る
よ

う
に
な
り
、
合
意
の
成
立
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（6
（

。

　

ま
た
、
倒
産
法
の
条
文
は
、
計
画
案
の
付
議
お
よ
び
認
可
に
よ
る
自
主
再
建
型
手
続
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
プ
レ

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
が
好
ま
れ
る
要
因
と
し
て
は
、
同
じ
債
務
者
の
下
で
の
事
業
継
続
自
体
が
リ
ス
ク
を
内
在
し
て
い
る
こ
と
、

手
続
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
で
専
門
家
費
用
が
高
額
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
こ
と
や
、
二
〇
〇
六
年
に
事
業
譲
渡
（
雇
用
保
護
）

規
則
（T

ransfer of U
ndertakings （Protection of Em

ploym
ent

） Regulations; T
U

PE

（
（7
（

）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
場
で

事
業
譲
受
人
を
公
募
し
て
も
成
約
に
至
ら
な
い
こ
と
へ
の
懸
念
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（7
（

。

3
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
適
法
性

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
は
、
再
建
計
画
案
の
作
成
や
付
議
な
ど
倒
産
法
所
定
の
手
続
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
。
判
例
は
、
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
前
か
ら
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー

ジ
型
の
適
法
性
を
認
め
る
立
場
で
固
ま
っ
て
い
る
。
後
の
改
正
に
よ
り
、
倒
産
法
の
規
定
と
の
抵
触
問
題
は
ほ
ぼ
解
消
さ
れ
た
が
、
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以
下
で
判
例
の
状
況
を
概
観
し
て
お
く
。

⑴
　
会
社
管
理
の
目
的
規
定
と
の
関
係

　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
後
の
一
九
八
六
年
倒
産
法
は
、
会
社
管
理
手
続
の
目
的
は
、「
継
続
企
業
と
し

て
の
会
社
の
救
済
」（
“rescuing the com

pany as a going concern

”）、「
会
社
が
直
ち
に
清
算
さ
れ
た
場
合
よ
り
も
良
い
結
果
が
、

会
社
債
権
者
全
体
の
た
め
に
達
成
可
能
で
あ
る
こ
と
」、
ま
た
は
「
担
保
権
者
と
優
先
債
権
者
に
配
当
を
行
う
た
め
に
財
産
を
換
価

す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
三
条（

（7
（

）。
裁
判
所
が
会
社
管
理
の
開
始
を
発
令
す
る
場
合
は
、
会
社
管
理
の
目

的
を
達
成
す
る
合
理
的
見
込
み
が
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
一
一
条
⒝
）。
ま
た
、
裁
判
外
で
管
理
人
を

選
任
す
る
場
合
に
は
、
管
理
人
の
選
任
通
知
に
お
い
て
、
会
社
管
理
の
目
的
を
達
成
で
き
る
合
理
的
な
見
込
み
が
あ
る
旨
の
管
理
人

意
見
の
添
付
を
要
す
る
（
同
法
別
表
Ｂ
1
第
一
八
条
⑶
⒝
、
第
二
九
条
⑶
⒝
）。
た
だ
し
、
会
社
管
理
手
続
開
始
時
点
で
三
つ
の
目
的
の

う
ち
ど
れ
が
達
成
の
見
込
み
が
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
手
続
開
始
後
に
管
理
人
が
事
案
の
状
況
に
応
じ

て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（7
（

。
再
建
計
画
に
お
い
て
管
理
人
が
第
三
の
目
的
を
選
ぶ
場
合
、
第
一
ま
た
は
第
二
の
目
的
を
達
成
で
き

な
い
と
考
え
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
四
九
条
⑵
⒝
）。

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
は
、
第
一
の
目
的
を
充
足
し
な
い
と
し
て
も（

（7
（

、
一
般
に
第
二
の
目
的
に
は
合
致
す
る
と
見
ら
れ
る
。

British A
m

erican Racing 

（H
oldings

） Ltd

事
件
判
決
（
大
法
官
部
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
手
続
開
始
前
の
交
渉
に
よ
っ
て
計
画

の
提
出
前
の
事
業
譲
渡
を
予
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
事
業
譲
渡
に
よ
っ
て
清
算
よ
り
も
有
利
な
配
当
を
実
現
で
き
る
見
込
み
が
あ

れ
ば
、
会
社
管
理
の
手
続
開
始
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
し
た（

（7
（

。

⑵
　
計
画
外
事
業
譲
渡
の
可
否

　

後
述
す
る
、
二
〇
一
五
年
Ｓ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
法
に
よ
る
改
正
前
の
倒
産
法
に
お
い
て
は
、
条
文
の
文
言
上
、
再
建
計
画
案
を
作
成
し
債
権

者
集
会
の
決
議
に
付
す
る
こ
と
は
必
要
的
で
あ
っ
た
た
め
（
同
改
正
前
の
倒
産
法
二
三
条
、
二
四
条
）、
こ
れ
を
経
ず
に
管
理
人
が
事
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業
譲
渡
を
行
う
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た
。

　

Re Charnley D
avies Business Service Ltd

事
件
判
決
（
大
法
官
部
、
一
九
八
七
年（

（7
（

）
は
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
で
は
な
く
、

手
続
開
始
後
の
管
理
人
の
判
断
に
よ
り
事
業
譲
渡
が
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
管
理
人
が
計
画
案
を
提
出
し
な
い
場
合
に
債
権
者
集

会
を
開
催
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
既
に
起
こ
っ
た
事
実
経
過
の
報
告
と
、
債
務
者
の
清
算
手
続
へ
の
移
行
を
検
討
す
る
だ
け

の
債
権
者
集
会
は
不
要
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

ま
た
、Re T

ransbus International Ltd

事
件
判
決
（
大
法
官
部
、
二
〇
〇
四
年（

（7
（

）
は
、
無
担
保
一
般
債
権
者
が
全
く
支
払
い

を
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
、
条
文
が
列
挙
す
る
会
社
管
理
の
目
的
の
う
ち
最
初
の
二
つ
（
会
社
の
救
済
、
清
算
よ
り
も
有
利
な
配
当
）
が

達
成
で
き
な
い
事
案
で
は
、
管
理
人
が
債
権
者
集
会
に
計
画
案
を
提
出
し
な
い
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、D

K
LL Solicitors v H

M
RC

事
件
判
決
（
大
法
官
部
、
二
〇
〇
八
年（

（7
（

）
は
、
組
合
で
あ
る
債
務
者
の
一
部
組
合
員
に
よ

る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
開
始
申
立
て
に
対
し
、
債
権
者
の
多
数
が
反
対
し
て
い
た
事
案
に
つ
い
て
、
債
権
者
は
管
理
人

の
計
画
案
提
出
自
体
に
対
す
る
拒
否
権
を
有
し
な
い
こ
と
や
、
仮
に
債
権
者
集
会
で
再
建
計
画
案
が
否
決
さ
れ
て
も
、
裁
判
所
が
事

業
譲
渡
を
許
可
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
（
倒
産
法
別
表
Ｂ
1
第
五
五
条
⑵
⒠
）
等
を
理
由
に
、
会
社
管
理
の
開
始
は
妨
げ
ら
れ

な
い
と
し
た
。

⑶
　
裁
判
所
の
具
体
的
指
示
に
よ
ら
な
い
財
産
処
分
の
要
否

　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
前
の
倒
産
法
は
、
管
理
人
に
よ
る
債
務
者
財
産
の
管
理
処
分
に
つ
い
て
、
債
権

者
集
会
に
お
け
る
計
画
案
の
承
認
前
は
、
裁
判
所
の
指
示
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
た

（
同
法
一
七
条
⑵
⒜
）。
こ
の
規
定
が
同
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
る
前
の
事
案
に
つ
い
て
、Re T

&
D

 Industries plc

事
件
判
決
（
大

法
官
部
（
商
事
裁
判
所
）、
二
〇
〇
〇
年（

（7
（

）
は
、
当
該
条
項
の
文
言
は
「
仮
に
裁
判
所
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
従
っ

て
」
の
意
味
と
解
す
べ
き
こ
と
や
、
実
際
に
は
管
理
人
の
商
業
的
判
断
を
尊
重
す
る
た
め
実
益
に
乏
し
い
こ
と
等
を
理
由
に
、
裁
判
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所
の
特
段
の
指
示
が
な
け
れ
ば
、
財
産
の
処
分
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
後
の
倒
産
法
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
管
理
人
に
債
務
者
の
事
業
や
財
産
に
関

す
る
具
体
的
指
示
を
行
っ
た
場
合
に
の
み
、
管
理
人
は
そ
れ
に
従
う
義
務
が
あ
る
旨
が
条
文
の
文
言
上
明
確
に
な
り（

（8
（

、
改
正
後
の
判

例
（
前
記Re T

ransbus International Ltd

事
件
判
決
）
も
、
裁
判
所
の
具
体
的
指
示
が
な
い
限
り
、
管
理
人
の
判
断
で
債
務
者
財

産
を
処
分
で
き
る
と
す
る
従
前
の
判
例
の
立
場
を
維
持
し
た
。

4
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
に
対
す
る
評
価

⑴
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
利
点

　

再
建
型
手
続
一
般
の
長
所
と
し
て
、
債
権
者
に
対
し
事
業
終
了
に
よ
る
清
算
よ
り
も
有
利
な
弁
済
を
実
現
で
き
る
可
能
性
や
、
債

務
者
の
従
業
員
の
雇
用（

（8
（

や
取
引
先
の
維
持
を
通
じ
て
社
会
一
般
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
特
に
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
は
、
迅
速
な
手
続
進
行
に
よ
り
、
手
続
開
始
後
の
事
業
価
値
の
低
下
を

最
小
限
に
と
ど
め（

（8
（

、
倒
産
処
理
実
務
家
の
報
酬（

（8
（

や
一
般
債
権
者
へ
の
対
応
に
要
す
る
事
務
手
続
コ
ス
ト
を
低
減
可
能
で
あ
る
点（

（8
（

に
お

い
て
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
が
特
に
有
効
と
さ
れ
る
債
務
者
の
業
種
と
し
て
は
、
人
的
資
源
や
知

的
財
産
を
基
盤
と
す
る
事
業
、
具
体
的
に
は
、
消
費
者
向
け
小
売
チ
ェ
ー
ン
店
や
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
、
弁
護
士

や
会
計
士
等
の
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（8
（

。

⑵
　
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
問
題
点

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
件
数
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
前
記
の
よ
う
な
利
点
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
問
題
点
も
指
摘
さ

れ
て
い
た（

（8
（

。
前
記
の
フ
リ
ス
ビ
ー
報
告
書
は
、
先
行
文
献
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
や
統
計
資
料
の
分
析
に
基
づ
い
て
大
要

以
下
の
問
題
点
を
指
摘
し
た（

（8
（

。
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⒜　

債
権
者
の
手
続
参
加
や
、
情
報
提
供
を
受
け
る
機
会
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と

　

前
述
の
と
お
り
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
で
は
、
手
続
開
始
前
に
、
主
要
債
権
者
（
多
く
の
場
合
、
担
保
権
で
あ
る
浮
動
担

保
を
有
す
る
銀
行
）
と
、
債
務
者
の
取
締
役
や
管
理
人
候
補
者
と
の
交
渉
を
経
て
、
特
定
の
相
手
方
へ
の
事
業
譲
渡
が
合
意
さ
れ
て

お
り
、
手
続
開
始
後
そ
れ
が
速
や
か
に
実
行
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
債
権
者
が
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
管
理
人
か
ら
情
報
提
供
を

受
け
、
意
見
を
反
映
さ
せ
る
機
会
は
存
在
し
な
い
た
め
、
会
社
管
理
手
続
は
単
な
る
形
式
に
堕
し
て
い
る
と
の
批
判
が
強
い（

（8
（

。

　

⒝　

事
業
価
値
評
価
の
適
正
に
対
す
る
疑
念

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
は
、
手
続
開
始
後
の
事
業
価
値
の
低
下
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
一
般
的
に
認
識

さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
で
な
け
れ
ば
事
業
価
値
を
最
大
化
で
き
な
い
と
い
う
説
得
的
な
証

拠
は
必
ず
し
も
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い（

（8
（

。
事
業
譲
渡
価
格
の
適
正
に
つ
い
て
は
、
事
業
終
了
に
よ
り
財
産
を
個
別
に
売
却
し
た
場

合
の
清
算
価
値
と
の
比
較
が
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い（

（9
（

。

　

プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
に
お
い
て
、
事
業
価
値
評
価
の
適
正
に
疑
念
が
呈
さ
れ
る
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
前
記
⒜
で
述

べ
た
よ
う
に
、
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
一
般
債
権
者
や
裁
判
所
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
を
経
な
い
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
管
理

人
は
一
般
に
、
財
産
譲
渡
に
際
し
、
譲
渡
価
格
を
最
大
化
す
る
た
め
に
適
切
な
販
促
活
動
（m

arketing

）
を
行
う
義
務
を
負
う
と

解
さ
れ
て
い
る
が（

（9
（

、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
で
は
、
手
続
開
始
前
の
譲
受
人
候
補
者
と
の
交
渉
は
秘
密
裏
に
行
わ
れ
、
公
の

販
促
活
動
を
経
な
い
事
案
が
多
い（

（9
（

。
さ
ら
に
、
譲
渡
対
象
の
事
業
に
つ
い
て
、
専
門
家
で
あ
る
評
価
人
に
よ
る
評
価
を
経
た
と
し
て

も
、
限
ら
れ
た
短
い
期
間
の
中
で
の
実
地
調
査
等
は
困
難
で
あ
り
、
債
務
者
会
社
の
役
員
が
提
供
す
る
情
報
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（9
（

。

　

⒞　

担
保
権
者
の
利
益
に
偏
す
る
お
そ
れ

　

管
理
人
の
職
務
は
、
債
務
者
会
社
の
代
理
人
（agent

）
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
（
倒
産
法
別
表
Ｂ
1
第
六
九
条
）、
会
社
の
受
認
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者
と
し
て
、
会
社
の
最
善
の
利
益
を
図
る
義
務
を
負
う
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る（

（9
（

。
し
か
し
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
に
お
い

て
、
浮
動
担
保
権
者
が
主
導
す
る
手
続
開
始
前
の
事
業
譲
渡
交
渉
に
参
加
す
る
管
理
人
候
補
者
は
、
浮
動
担
保
権
者
に
よ
っ
て
選
任

さ
れ
た
者
で
あ
り
、
浮
動
担
保
の
被
担
保
債
権
の
回
収
と
、
管
理
人
報
酬
の
確
保
で
満
足
し
が
ち
で
あ
り
、
一
般
債
権
者
へ
の
配
当

を
確
保
す
る
動
機
に
乏
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（9
（

。

　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
で
新
設
さ
れ
た
一
般
債
権
者
へ
の
切
出
し
部
分
に
関
す
る
規
定
も
、
一
般
債
権

者
へ
の
配
当
額
の
増
加
に
寄
与
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
の
会
社
管
理

お
よ
び
債
権
者
任
意
清
算
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
浮
動
担
保
が
設
定
さ
れ
て
い
た
事
案
に
お
け
る
一
般
債
権
者
に
対

す
る
配
当
額
の
う
ち
、
切
出
し
部
分
が
占
め
る
割
合
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
僅
少
に
と
ど
ま
る

理
由
と
し
て
は
、
①
担
保
権
者
が
、
浮
動
担
保
以
外
に
も
、
固
定
担
保
や
一
括
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
（m

aster factoring agreem
ent

）

で
被
担
保
債
権
を
全
額
回
収
す
る
事
案
で
は
、
切
出
し
部
分
が
生
じ
な
い
こ
と
、
②
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
前
に
設
定

さ
れ
た
浮
動
担
保
を
有
す
る
事
案
で
は
、
前
者
を
実
行
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
出
し
部
分
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
③
債
務
者
が
小
企
業
の
場
合
、
浮
動
担
保
の
対
象
財
産
が
不
十
分
で
、
一
般
債
権
者
に
切
出
し
部
分
を
配
当
し
よ
う
と
し
て
も

費
用
倒
れ
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（9
（

。

　

⒟　

債
務
者
の
内
部
関
係
者
へ
の
事
業
譲
渡

　

会
社
の
内
部
関
係
者
（connected party

）
と
は
、
会
社
の
取
締
役
や
「
影
の
取
締
役
」（shadow

 director

（
（9
（

）、
会
社
の
従
業
員
、

こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
や
親
族
等
を
指
す
（
倒
産
法
二
四
九
条
、
四
三
五
条
）。

　

前
記
二
2
⑶
の
と
お
り
、phoenix com

pany

の
問
題
は
コ
ー
ク
委
員
会
最
終
報
告
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
倒
産
法

二
一
四
条
お
よ
び
二
一
六
条
や
会
社
取
締
役
資
格
剝
奪
法
（Com

pany D
irectors D

isqualification A
ct 1986, c. 46‌

）
に
よ
り
、
倒

産
し
た
会
社
の
取
締
役
が
別
会
社
の
経
営
に
関
与
す
る
こ
と
へ
の
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た（

（9
（

。
し
か
し
、
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
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管
理
に
お
い
て
も
、
債
務
者
会
社
の
内
部
関
係
者
（
あ
る
い
は
同
人
の
設
立
に
係
る
会
社
な
ど
）
が
譲
受
人
と
な
る
事
例
は
、
依
然
と

し
て
多
く
を
占
め
て
い
る
。
フ
リ
ス
ビ
ー
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
倒
産
法
改
正
の
施
行
後
、

二
〇
〇
四
年
六
月
ま
で
の
期
間
の
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
事
業
譲
受
人
は
内
部
関
係
者
で
あ
っ
た

（
こ
れ
に
対
し
、
同
期
間
の
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
で
は
な
い
会
社
管
理
に
よ
る
事
業
譲
渡
に
お
い
て
は
、
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
譲
受
人
が
内
部

関
係
者
で
あ
っ
た（

（9
（

。）。

　

債
務
者
に
と
っ
て
は
自
主
再
建
型
の
会
社
管
理
も
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
が
、
事
業
を
継
続
し
管
理
手
続
を
完
遂
す
る
た
め
に
新

規
の
与
信
を
得
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
。
ま
た
、
あ
え
て
リ
ス
ク
を
取
っ
て
事
業
譲
受
人
と
な
る
純
粋
な
第
三
者
を
見
つ
け
る
こ
と

も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
部
関
係
者
が
譲
受
人
と
な
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
は
典
型
的
な
手
法
で
あ
る
。
事
案
に

よ
っ
て
は
、
内
部
関
係
者
が
譲
受
人
と
な
る
新
会
社
を
設
立
し
、
同
社
が
譲
り
受
け
る
事
業
を
目
的
と
す
る
担
保
を
、
債
務
者
に
融

資
し
て
い
た
債
権
者
（
浮
動
担
保
権
者
）
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
譲
受
代
金
の
融
資
を
受
け
る
と
い
う
ス
キ
ー
ム
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る（

（10
（

。

　

内
部
関
係
者
へ
の
事
業
譲
渡
に
対
し
て
は
、
債
務
者
会
社
の
経
営
者
や
株
主
が
、
債
権
者
の
干
渉
を
受
け
ず
に
、
低
廉
な
コ
ス
ト

で
事
業
を
譲
り
受
け
負
債
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
不
公
正
に
有
利
な
市
場
競
争
力
を
与
え
、
非
効
率
な
事
業

の
取
引
継
続
を
許
す
こ
と
に
よ
り
、
長
期
的
に
は
経
済
的
損
害
を
も
た
ら
す
と
の
批
判
が
あ
る（

（10
（

。
フ
リ
ス
ビ
ー
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

サ
ン
プ
ル
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
二
〇
四
件
の
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
事
例
の
う
ち
、
事
業
譲
受
人
が
内
部
関
係
者
で
あ
る

事
案
で
、
譲
受
人
が
譲
受
後
三
年
間
存
続
し
た
割
合
は
五
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
（
こ
れ
に
対
し
、
内
部
関
係
者
以
外
の
者
が

譲
受
人
で
あ
る
事
案
で
は
七
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た（

（10
（

。）。

（
1
）　

わ
が
国
に
お
け
る
紹
介
と
し
て
、
阿
部
信
一
郎
「
米
国
に
お
け
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
再
建
手
続
に
つ
い
て
」
際
商
三
一
巻
三
号
三
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〇
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
阿
部
信
一
郎
「
米
国
と
英
国
に
お
け
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
倒
産
手
続
」
事
業
再
生
研
究
機
構
編
『
プ
レ

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
事
業
再
生
』
三
八
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
）、
中
島
弘
雅
＝
村
田
典
子
「
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
倒
産

手
続
に
つ
い
て
」
際
商
三
三
巻
一
号
九
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
福
岡
真
之
介
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
概
説
』
三
五
二
頁
（
商
事
法
務
、

第
二
版
、
二
〇
一
七
年
）、
山
本
研
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
早
期
事
業
再
生
の
手
法
」
上
野
𣳾
男
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
現
代
民
事
手

続
の
法
理
』
六
三
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）。

（
2
）　

本
稿
に
お
い
て
「
イ
ギ
リ
ス
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
対
象
と
す
る
。

（
3
）　Statem

ent of Insolvency Practice 16‌ England and W
ales 

（2015

） ［available at https://w
w

w
.icaew

.com
/-/

m
edia/corporate/files/technical/insolvency/regulations-and-standards/sips/england/sip-16-e-and-w

-pre-packaged-
sales-in-adm

inistrations-2015.ashx

］ （A
ll w

ebsites cited in this article w
ere visited on M

ar. 14, 2020.

）; K
ristin van 

Zw
eieten ed., Goode on Principles of Corporate Insolvency Law

 493, para. 11-38 

（5th ed. 2017

）; Ian Fletcher, T
he 

Law
 of Insolvency 501, para. 16-029 

（5th ed. 2017

）; A
ndrew

 R K
eay &

 Peter W
alton, Insolvency Law

 Corporate 
and Personal 118 

（4th ed. 2017
）; V
anessa Finch &

 D
avid M

ilm
an, Corporate Insolvency Law

 371 

（2017

）; Bo X
ie, 

Com
parative Insolvency Law

: the Pre-pack A
pproach in Corporate Rescue 72‌ （2016

）.

（
4
）　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
会
社
管
理
の
二
〇
〇
〇
年
代
中
期
ま
で
の
状
況
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
阿
部
・
前
掲

注（
1
）『
プ
レ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
事
業
再
生
』
四
六
頁
、
内
閣
府
産
業
再
生
機
構
担
当
室
『
各
国
の
事
業
再
生
関
連
手
続
に
つ
い
て
―
英
仏

米
の
比
較
分
析
―
』
一
二
頁
（
二
〇
〇
五
年
）。
二
〇
一
〇
年
頃
の
状
況
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
産
業
再
生
課
『
各

国
の
事
業
再
生
関
連
手
続
に
つ
い
て
―
米
英
仏
独
の
比
較
分
析
』
三
三
頁
（
金
融
財
政
事
業
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）。

（
5
）　

浮
動
担
保
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
関
口
雅
夫
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
るfloating charge

の
成
立
」
法
学
新
報
八
一
巻
一
号

九
五
頁
（
一
九
七
四
年
）、
黄
宗
楽
「
イ
ギ
リ
ス
浮
動
担
保
に
関
す
る
研
究
」
阪
大
法
学
九
一
号
四
八
頁
（
一
九
七
四
年
）、
執
行
秀
幸

「
企
業
担
保
権
の
行
方
―
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
チ
ャ
ー
ジ
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
」
高
島
平
蔵
還
暦
『
現
代
企
業
担
保
法
の
展
開
』
二
二

四
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
二
年
）、
小
林
秀
年
「
企
業
担
保
法
の
課
題
―
イ
ギ
リ
ス
浮
動
担
保
を
礎
と
し
て
」
東
洋
法
学
二
八
巻
二
号
一

〇
一
頁
（
一
九
八
五
年
）、
道
垣
内
弘
人
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
浮
動
担
保
に
お
け
る
個
々
の
財
産
に
対
す
る
担
保
権
者
の
権
利
―
わ
が
国
の

流
動
動
産
譲
渡
担
保
理
論
へ
の
参
考
と
し
て
―
」
加
藤
一
郎
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向
（
上
）』
五
二
三
頁
（
有
斐
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閣
、
一
九
九
二
年
）、
中
島
弘
雅
「
イ
ギ
リ
ス
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
権
の
処
遇
―
再
建
型
企
業
倒
産
手
続
を
中
心
に
」
民
商
一
二
〇

巻
四
＝
五
号
六
九
九
頁
（
一
九
九
九
年
）、
小
山
泰
史
「
流
動
性
あ
る
財
産
を
目
的
と
す
る
個
別
担
保
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
型
浮
動
担
保
を

め
ぐ
る
新
た
な
判
例
法
理
の
展
開
」
石
田
喜
久
夫
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
学
の
課
題
と
展
望
』
四
六
五
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、

青
木
則
幸
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
浮
動
担
保
制
度
の
再
評
価
に
つ
い
て
―
ホ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
セ
キ
ュ
リ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

積
極
的
活
用
の
意
義
―
」
早
法
七
九
巻
一
号
四
三
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
小
山
泰
史
「
流
動
財
産
担
保
に
お
け
る
「
通
常
の
営
業
の
範
囲

内
の
処
分
」
と
固
定
化
・
再
流
動
化
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
浮
動
担
保
に
お
け
る
「
処
分
の
許
可
付
き
の
個
別
担
保
」
法
理
の
終
焉
か
ら
―
」

立
命
三
一
五
号
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
高
田
賢
治
「
イ
ギ
リ
ス
担
保
法
制
の
概
要
」
池
田
真
朗
ほ
か
『
動
産
債
権
担
保
―
比
較
法
の
マ

ト
リ
ク
ス
』
四
三
九
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
年
）、
杉
本
純
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
集
合
債
権
担
保
に
対
す
るfixed charge

と

floating charge

の
判
断
基
準
―Spectrum

事
件
判
決
ま
で
の
裁
判
例
の
変
遷
と
そ
の
後
の
展
開
を
中
心
に
」
池
田
ほ
か
同
書
四
六
五

頁
、
村
田
典
子
「
倒
産
処
理
手
続
に
お
け
るfloating charge

の
処
遇
―floating charge

に
対
す
る
制
約
：
倒
産
手
続
に
お
け
る
再

分
配
と
実
行
方
法
」・
池
田
ほ
か
同
書
四
八
三
頁
。

（
6
）　Goode, supra note 3, at 44, para 1-37; Fletcher, supra note 3, at 501, para 16-029; Finch &

 M
ilm

an, supra note 3, 
at 373.

（
7
）　Fixed charge

の
定
義
に
つ
い
て
、Illingw

orth c. H
ouldsw

orth, ［1904

］ A
.C. 366 （H

.L.

）.

（
8
）　Floating charge

の
定
義
に
つ
い
て
、Re Y

orkshire W
oolcom

bers A
ssociation, Ltd., ［1903

］ 2‌ Ch. 284, 295 （C.A
.

）.

（
9
）　

浮
動
担
保
の
歴
史
に
つ
い
て
、G. F. Curtis, T

he T
heory of the Floating Charge, 4‌ U

. T
ronto L. J. 131 

（1941

）; 
Robert R Pennington, T

he Genesis of the Floating Charge, 23‌ M
od. L. Rev. 630 

（1960

）; Bruce Carruthers &
 

T
erence H

alliday, Rescuing Business 195 （1998

）; John A
rm

our, T
he Chequered H

istory of the Floating Charge, 13‌ 
Griffi

th L. Rev. 25‌ （2004

）; Joshua Getzler, T
he Role of Security over Future and Circulating Capital: Evidence from

 
the British Econom

y Circa 1850-1920 227, in Joshua Getzler &
 Jennifer Payne, Com

pany Charges: Spectrum
 and 

Beyond 190 （2006

）; John A
rm

our, Should W
e Redistribute in Insolvency in Id. 189.

（
10
）　Re Panam

a, N
ew

 Zealand and A
ustralian Royal M

ail Co., ［1870
］ LR 5‌ Ch A

pp 318, 322.

（
11
）　

“floating charge

”の
呼
称
が
現
れ
て
い
る
判
例
と
し
て
、In re Colonial T

rusts Co., 

［1879

］ 15‌ Ch.D
. 465, 472 

（per 
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Jessel M

.R.

）
が
あ
る
（
こ
の
当
時
は
“floating security

”, 

‘floating m
ortgage

’と
も
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。）。floating 

charge

の
構
成
要
素
を
示
し
た
判
例
と
し
て
、Re Y

orkshire W
oolcom

bers A
ssociation, Ltd., ［1903

］ 2‌ Ch. 284, 295 （C. A
.

）、

譲
渡
抵
当
な
どsecurity

と
の
差
異
を
検
討
し
た
判
例
と
し
て
、Evans v. Rival Granite Q

uarries Ltd., 

［1910

］ 2‌ K
B.979

が
あ

る
。

（
12
）　Re Florence Land and Public W

orks Co., ex p. M
oor ［1878

］ 10‌ Ch.D
. 530, 540-541.

（
13
）　Re H

enry Pound ［1889

］ 42‌ Ch.D
. 402.

（
14
）　

レ
シ
ー
バ
ー
お
よ
び
レ
シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ
の
歴
史
に
つ
い
て
、Gaskell v. Gosling 

［1896

］ 1‌ Q
.B. 669, 691 

（Rigby L.J.

）; 
Ralph Ew

ing Clark. T
reatise on the Law

 and Practice of Receivers v 1, sec 4, p 4‌ 

（3d ed. 1959, reprint 1992

）; 
H

ubert Picarda, T
he Law

 Relating to Receivers, M
anagers, and A

dm
inistrators 7‌ 

（2006

）.

邦
語
文
献
と
し
て
、
中
島
弘

雅
＝
田
頭
章
一
編
『
英
米
倒
産
法
キ
ー
ワ
ー
ド
』
五
四
頁
［
中
島
弘
雅
＝
倉
部
真
由
美
］（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、
中
島
・
前
掲
注

（
5
）一
〇
〇
頁
、
青
木
・
前
掲
注（
5
）八
〇
頁
注（
51
）。

（
15
）　Re M

anchester and M
ilford Rly Co., 

［1880

］ 14‌ Ch D
 645 at 653 

（George Jessel M
R

）. 

他
方
で
、
賃
貸
用
建
物
を
目

的
物
と
す
る
モ
ー
ゲ
ー
ジ
に
お
い
て
、
設
定
時
の
合
意
に
よ
っ
て
、
レ
シ
ー
バ
ー
に
新
た
に
賃
借
人
を
募
集
し
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る

な
ど
の
経
営
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
を
有
効
と
し
た
判
例
も
あ
る
。See Bom

pas v. K
ing ［1886

］ 33‌ Ch. D
. 279 （CA

）.

（
16
）　Gloucester Cinty Bank v Rudry M

erthyr Stream
 and H

ouse Coal Colliery Co., 

［1895

］ 1‌ Ch 629, 64‌ LJ Ch 451, 
CA

; Re Connolly Brothers, Ltd., ［1911

］ 1‌ Ch. 731.

（
17
）　Fletcher, supra note 3, at 392, para 14-002; Goode, supra note 3, at 390, para 10-02; K

eay &
W

alton, supra note 3, 
at 59, para 6.3.

（
18
）　Robert P. Pennington, Pennington

’s Com
pany Law

 531-32 

（8th. ed. 2001

）; 

ほ
と
ん
ど
の
銀
行
融
資
は
担
保
付
き
で
行

わ
れ
る
が
、
多
く
の
案
件
で
固
定
担
保
と
浮
動
担
保
の
両
方
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。See J. Franks &

 O
. Sussm

an, T
he 

Econom
ics of English Insolvency: Recent D

evelopm
ents, in Getzler &

 Payne, supra note 9, at 257.

（
19
）　A

vant-Projet de Convention relative a la Faillite, aux Concordats et aux Procedures A
nalogues, C.E.E. D

oc. 3. 
327/X

IV
/70-F

） dated Feb. 16, 1970.
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（
20
）　

コ
ー
ク
委
員
会
に
よ
る
調
査
か
ら
一
九
八
六
年
倒
産
法
の
制
定
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
中
島
弘
雅
「
イ
ギ
リ

ス
の
再
建
型
企
業
倒
産
手
続
（
一
）」
民
商
一
一
八
巻
四
＝
五
号
一
四
五
頁
（
一
九
九
八
年
）、
倉
部
真
由
美
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
倒
産

文
化
の
ア
メ
リ
カ
化
」
福
永
有
利
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
企
業
紛
争
と
民
事
手
続
法
理
論
』
六
三
四
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）、

高
田
賢
治
「
イ
ギ
リ
ス
倒
産
法
に
お
け
る
管
財
人
制
度
（
二
）」
法
雑
五
六
巻
一
号
六
一
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
青
木
・
前
掲
注（
5
）五
四

頁
、
高
田
賢
治
「
イ
ギ
リ
ス
企
業
倒
産
手
続
の
担
い
手
―
裁
判
所
を
中
心
に
―
」
佐
藤
鉄
男
＝
中
西
正
編
著
『
倒
産
処
理
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

役
割
―
担
い
手
の
理
論
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
試
み
―
』
三
六
二
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年
）。

（
21
）　Report of the A

dvisory Com
m

ittee on the term
s of the draft EEC Bankruptcy Convention （Cm

nd. 6602

）.

（
22
）　

当
時
の
倒
産
法
典
は
一
九
一
四
年
破
産
法
（Bankruptcy A

ct 1914 

（4‌ &
 5‌ Geo V

, c 59‌

））
で
あ
り
、
再
建
型
手
続
は
規
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
23
）　Bankruptcy: Interim

 Report of the Insolvency Law
 Review

 Com
m

ittee 

（Cm
m

d 7968, 1980

）; Bankruptcy: A
 

Consultative D
ocum

ent （Cm
m

d 7967, 1980

）.

（
24
）　K

enneth Cork and Insolvency Law
 Review

 Com
m

ittee, Insolvency Law
 and Practice: Report of the Review

 
Com

m
ittee （Cm

m
d 8558, 1982

）.

（
25
）　Id. at para 109.

（
26
）　Id. at paras 437-439.

（
27
）　Carruthers &

 H
alliday, supra note 9, at 197-199.

（
28
）　Cork Report, supra note 24, at paras 104, 1531.

（
29
）　Id. at para 495.

（
30
）　Id. at paras 495-521.

（
31
）　Id. at para 504.

（
32
）　Id. at para 831

（d

）.

（
33
）　Id. at paras 1538-1549.

（
34
）　

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
ド
の
創
設
が
、
融
資
の
減
少
や
、
高
利
率
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
当
時
の
保
守
党
政
権
の
政
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府
は
勧
告
を
拒
絶
し
た
（Carruthers &

 H
alliday, supra note 9, at 201

）。

（
35
）　D

. M
ilm

an, Curbing the Phoenix Syndrom
e, 

［1997

］ J.B.L. 224; Fletcher, supra note 3, at p 841, para. 27-046; 
H

am
ish A

nderson, T
he Fram

ew
ork of Corporate Insolvency Law

, p 224, para. 18.01 

（2017

）; Lorraine Conw
ay, 

Phoenix T
rading and Liability of D

irectors, H
ouse of Com

m
ons Briefing Paper N

o. CPB4083, 4‌ 

（2019

）. 

高
田
・
前
掲

注（
20
）管
財
人（
二
）七
八
頁
。

（
36
）　For exam

ple, see Inland Revenue Com
m

issioners v Silverts Ltd., ［1951

］ Ch. 521.

（
37
）　Cork Report, supra note 24, at para 1813.

（
38
）　Id. at paras 1740-1744.

（
39
）　D

epartm
ent of T

rade and Industry, A
 Revised Fram

ew
ork for Insolvency Law

 （Cm
nd. 9175, 1984

）.

（
40
）　Com

panies A
ct 1985, ss. 488-650, 659-662 （repealed by Insolvency A

ct 1986 （c. 45‌

）, s. 438, Sch. 12.

（
41
）　

一
九
八
五
年
倒
産
法
成
立
か
ら
一
九
八
六
年
倒
産
法
成
立
に
至
る
経
過
の
詳
細
に
つ
い
て
、
中
島
・
前
掲
注（
20
）一
四
七
頁
。

（
42
）　

一
九
八
六
年
倒
産
法
制
定
か
ら
二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
改
正
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
扱
っ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
中
島

弘
雅
「
イ
ギ
リ
ス
の
再
建
型
企
業
倒
産
手
続
（
二
）」
民
商
一
一
八
巻
六
号
一
頁
（
一
九
九
八
年
）、
同
・
前
掲
注（
5
）六
七
一
頁
、
倉

部
・
前
掲
注（
20
）六
三
七
頁
、
高
田
・
前
掲
注（
5
）四
六
〇
頁
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
倒
産
法
に
お
け
る
管
財
人
制
度
（
三
・
完
）」
村
田
・

前
掲
注（
5
）四
九
六
頁
、
青
木
・
前
掲
注（
5
）五
四
頁
。

（
43
）　Re St. Ives W

indings Ltd., ［1987

］ 3‌ BCC 634.

（
44
）　Lathia v D

ronsfield Bros. ［1987

］ BCLC 321.

（
45
）　Re B. Johnson &

 Co. （Builders

） Ltd., ［1955
］ Ch. 634.

（
46
）　D

ow
nsview

 N
om

inees v First City Corporation Ltd., ［1993

］ A
C 295.

（
47
）　Review

 Group, A
 Review

 of Com
pany Rescue and Business Reconstruction M

echanism
s, para 48‌ （2000

）.

（
48
）　Id. at para 44, T

able 1. 

（
49
）　Id. at para 57.

（
50
）　Id. paras 48-49.
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（
51
）　Insolvency Service, Insolvency – A

 Second Chance （Cm
nd. 5234, 2001

）.
（
52
）　Id. paras 2.2 - 2.6 and 2.18.

（
53
）　Id. paras 2.8, 2.17.

（
54
）　D

epartm
ent of T

rade and Industry 

（D
T

I

）, Productivity and Enterprise: Insolvency - A
 Second Chance 

（Cm
nd. 5234, 2001

）, para 2.19.

（
55
）　For exam

ple, Collins &
 A

ikm
an Europe SA

 ［2006

］ EW
H

C 1343 （Ch

）, ［2007

］ 1‌ BCLC 182.

（
56
）　

旧
法
で
は
明
文
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
判
例
は
、
管
理
の
手
続
中
に
事
業
譲
渡
が
完
了
し
、
譲
渡
対
価
を
債
権
者
に
清
算
よ
り
も
有

利
な
配
当
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
会
社
管
理
の
目
的
を
達
成
し
た
も
の
と
し
て
清
算
手
続
に
移
行
可
能
と
し
て
い
た
。Re 

Charnley D
avies Business Service Ltd., ［1987

］ 3‌ BCC 408 （Ch

）.

（
57
）　T

he Insolvency A
ct 1986 

（Prescribed Part

） O
rder 2003. 

⒜
会
社
の
純
資
産
が
一
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
場
合
は
、
当
該

財
産
の
う
ち
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
⒝
会
社
の
純
賓
産
が
一
万
ポ
ン
ド
を
超
え
る
場
合
は
、
一
万
ポ
ン
ド
ま
で
の
部
分
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト

と
、
一
万
ポ
ン
ド
を
超
え
る
部
分
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
合
算
し
た
額
で
あ
る
（
同
規
則
三
条
⑴
）。
な
お
、prescribed part

の
領
は
、

六
〇
万
ポ
ン
ド
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
条
⑵
）。

（
58
）　Review

 Group, supra note 47, at paras 54-57.

（
59
）　Goode, supra note 3, at 493, para 11-38; Finch &

 M
ilm

an, supra note 3, at 373; Sandra Frisby, Insolvency Law
 

and Insolvency Practice: Principles and Pragm
atism

 D
iverge? 64‌（1‌

） Current Legal Problem
s 378 （2011

）.

（
60
）　Sandra Frisby, A

 Prelim
inary A

nalysis of Pre-packaged A
dm

inistrations - Report to T
he A

ssociation of 
B

usiness R
ecovery Professionals 

（2007

）. 

［available at https://w
w

w
.iiiglobal.org/sites/default/files/

sandrafrisbyprelim
.pdf

］

（
61
）　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
が
施
行
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
三
年
九
月
で
あ
っ
た
が
、
フ
リ
ス
ビ
ー
教
授
は
、
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス
の
発
展
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
そ
れ
よ
り
も
前
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
（Id. at 17‌

）。

（
62
）　Frisby, supra note 60, at 16, T

able 1.

（
63
）　Frisby, supra note 60.
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（
64
）　Id. at 9, 11-12.

（
65
）　

以
上
の
手
続
の
流
れ
に
つ
い
て
、Goode, supra note 3, at 493, para 11-38; Fletcher, supra note 3, at 501, para 16-029; 

Finch &
 M

ilm
an, supra note 3, at 373, K

eay &
 W

alton, supra note 3, at 119; Bo, supra note 3, at 72.
（
66
）　

た
だ
し
、「
救
済
」
さ
れ
る
の
は
債
務
者
か
、
そ
の
事
業
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
具
体
的
な
手
続
や
手
法
も
特
定

さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
そ
の
概
念
に
は
曖
昧
な
部
分
も
あ
る
。A

. Belcher, T
he Econom

ic Im
plications of A

ttem
pting to 

Rescue Com
panies in H

. Rajak 

（ed.

）, Insolvency Law
: T

heory and Practice 

（Sw
eet &

 M
axw

ell, London, 1993

）; 
M

uir H
unter, T

he N
ature and Functions of a Rescue Culture, 104 Com

. L.J. 426 

（1999

）; V
anessa Finch, Corporate 

Rescue Processes: T
he Search for Q

uality and the Capacity to Resolve, 

［2010

］ JBL 502; Finch &
 M

ilm
an, supra 

note 3‌ at 199; Goode, supra note 3‌ at 39, para 1-33, 460, para 11-03.

（
67
）　V

anessa Finch, Pre-Packaged A
dm

inistrations: Bargains in the Shadow
 of Insolvency or Shadow

y Bargains? 

［2006

］ J.B.L. 568, 570.

（
68
）　

銀
行
が
窮
境
に
あ
る
企
業
の
救
済
の
た
め
に
私
的
整
理
に
関
与
す
る
際
の
基
本
原
則
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
銀
行
協
会
に

提
示
し
た
紳
士
協
定
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。［available at https://w

w
w

.
bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/1993/q1/the-london-approach---speech-given-by-m

r-pen-kent-to-the-
chartered-institute-of-bankers

］ 

邦
語
文
献
と
し
て
、
事
業
再
生
研
究
機
構
『
事
業
再
生
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
―
米
英
の
現
状
と
日
本
へ

の
示
唆
』
一
三
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
69
）　Finch &

 M
ilm

an, supra note 3, at 457; Review
 Group, supra note 47, at para 43. 

ロ
ン
ド
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
盛
衰
の

経
過
を
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、Sarah Paterson, Bargaining in Financial Restructuring: M

arket N
orm

s, Legal 
Rights and Regulatory Standards, 14‌ Journal of Corporate Law

 Studies 333 

（2014

）（
邦
語
訳
と
し
て
、
藤
本
利
一
「
ロ

ン
ド
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
終
焉
と
法
的
整
理
手
続
の
台
頭
（
上
）
―
イ
ギ
リ
ス
法
の
経
験
―
」
阪
法
六
五
巻
九
四
一
頁
（
二
〇
一
五
年
））。

（
70
）　T

ransfer of U
ndertakings （Protection of Em

ploym
ent

） Regulations 2006

） （SI 2006/246

）.

（
71
）　M

 Ellis, T
he T

hin Line in the Sand - Pre-Packs and Phoenixes, 2006 （Spring

） Recovery 3.

な
お
、
会
社
管
理
手
続

が
開
始
さ
れ
た
会
社
（
使
用
者
）
の
管
理
人
に
よ
る
解
雇
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
に
お
け
る
解
雇
規
制
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
。
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詳
細
に
つ
い
て
、
上
江
洲
純
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
倒
産
時
の
労
働
契
約
の
取
扱
い
―
再
建
型
倒
産
手
続
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
」

春
日
偉
知
郎
先
生
古
稀
祝
賀
『
現
代
民
事
手
続
法
の
課
題
』
四
六
四
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
72
）　

二
〇
〇
二
年
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
法
に
よ
る
改
正
前
の
倒
産
法
は
、
管
理
命
令
に
よ
っ
て
達
成
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